
補 助 対 象 者 (ヘル メット使 用 者 )※ 下記①～④をすべて満たす個人

①市内に住所を有している(住民登録している)人

②過去に同補助金(他市町村の同補助金を含む)の交付を受けていない人

③暴力団員ではない人、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない人

④同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人

補助対象のヘルメット
安全基準の認証を受けている

『新品』の自転車乗車用ヘルメット

※未使用品を含む中古品は対象外です。

※オークション、個人間売買、譲渡等は

対象外です。

安全基準をよくご確認ください。

は牛寺に)主意 !

補助金額

自転車乗車用ヘル メットの購入 用の1/2(100円未満切り捨て)

1人 1担当た堕上量塑璽Ю■皿_

※ヘルメット使用者1人 につき1個 (回 )限 り(令和3～ 5年度も含む )

※装飾品や部品等の費用、購入時のポイント利用、送料、値引き分は除く

※補助金予算額に達した場合は終了
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<安全基準>

SGマーク(一般財団法人製品安全協会の認証 )
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マーク(欧州連合の欧州委員会の認 〔〔

GSマーク(ドイツ製品安全法の認証 )
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CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会の認証)
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★領収書の発行を購入店等に依頼してください。詳細については、裏面をご覧ください。
ヘルメツトの購入単価がわからない領収書ではt申請できません6

★窓日での受付は、平日の午前8時30分■年後5時15分(年末年始の市役所閉庁日を除く)です。
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JCFマーク((公財)日 本自転車競技連盟の認証 )
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※対象はEN1078のみ



補助盆の申請から交付までの流れ
“

●

(1)販売店等で自転車乗車用ヘルメットを購入

(2)申 請書等を郵送又は窓口で交通安全防犯課へ提出

※購入の際 、販売店等に領収書の発行を依頼してください。

※領収書には、下の「 (2)領 収書」に記載する内容の記入をお願いしてください。

※郵送の場合崎〒471-8501 豊 田市西町 3丁 目60番 地 交通安全防犯課宛て

窓口の場合 |け 市役所南庁舎4階

※ 申請書・請求書 は、交通安全 防犯課窓 回、市ホームページから入手できます。

1諄1

1)交付申請書兼実績報告書(市指定様式)

a領収書原本(次の内容が記入されているものリ
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O安全基準の認証が確認できるものE====:
→請求書(市指定様式)

D振込口座(申講者名義のもの)が確認できる:自

(通帳又はキヤッシュカードの写し)

(3)交付決定通知書が郵送で到着

※ 申請書類を審査の上、申請者に通知書を郵送します。

(4)補助金が指定口座に振り込まれます

※ 申請 日から概ね 1か 月半後の振り込みとなります。
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自転車は、手軽に利用できるとても便利な乗り物ですが、交通ルールを守つて正しく走行

しないと、加害者にも被害者にもなり得る大変危険な乗り物でもあります。

交通ルールを守って安全に運転することが一番大切ですが、自分を守り、相手を守るため、
自転車に乗る時は必ずヘルメットを着用しましょう。また、万が一の事故に備えて、自転車損
害賠償保険等にも加入しておきましょうc

◇闘合せ◇ 豊国市交通安全防犯課(南庁舎4階)2n)565中灯買ЮЮ

(2)領収書原本
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※鵠入内容を確認してください。

※領収書がない場合はt申請
できません。

※内容が不足している場合は、
それが確認できる書類等を
添付|てください。

※鬼名!ま 、申請者又は使用者
の名義のものが必要です。

※保証書、取扱説明書、カタログ

の写し等の確認できるもの

皇夏塁圭立塑塵b艶ヒ :L笙聾菫聾.

翠Q庵暉冒輿自認率彗:肇主理単菫四量
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(3)安全基準の認証が確認
できるもの


